
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和６年１１月２０日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 山田けんたろう

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

長久手市のまちづくりについて

⑴ 第６次長久手市総合計画や市長の所信表明に基づく政

策や施策、市民サービス等の市政運営と、将来の長久手

市を見据えた永続的な財政運営と都市経営は、市長と市

幹部職員のみならず、その他の市職員の連携のもと安定

的かつ計画的に行われているか。

⑵ 令和６年３月に、将来的な人口減少や高齢化を見据え、

身近に都市機能が適切に配置されたコンパクトな都市を

目指すためとして「長久手市立地適正化計画～長久手ら

しさを育み、歩いてみたい、住み続けたいをかなえるま

ちづくりプラン～」を策定した。本市の計画策定の目的

と目指すべき姿はどのようか。

⑶ 市のふるさと納税の現状と課題、今後のあり方や方針

について伺う。

⑷ 市の都市計画税のあり方と今後の方針について伺う。

⑸ 市の都市インフラの老朽化の現状と課題、今後の方針

と対策について伺う。

⑹ 市のアスベスト対策の現状と課題、今後の方針につい

て伺う。



２

部活動の地域移行について

市では、令和６年９月より、中学校の部活動を地域移行

した。

⑴ 移行して約３か月が経過したが、この間、生徒、保護

者、学校、平日及び休日を担う指導者を含む関係者全般

から市に寄せられた声や、移行後に初めて判明したもの

にはどのようなものがあるか。

⑵ 現状の課題と対応、今後予想されることやその対策は

どのようか。

⑶ 本事業を推進・継続していくのであれば、市民や関係

者から寄せられた声をどのように反映していくか。

３

自転車運転中の道路交通法厳罰化について

自転車を運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が

増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した

際に死亡・重傷事故となる場合が多いことから、交通事故

を抑止するため、令和６年１１月１日に道路交通法が改正

され、新しく罰則規定が適用されることとなった。

⑴ 市の取り組みを伺う。

⑵ 自転車で、市内の中学校へ通学をする生徒数の推移と

将来推計、今後の方針と対策を伺う。

⑶ 自転車を使用する一般の方、大学生、高校生等市民全

般への働きかけ、また、市外から通勤、通学、趣味等で

自転車を使用し本市内を往来する方への働きかけはどの

ようか。

４

埋蔵文化財について

市内の開発は、過去約５０年にわたる土地区画整理事業

による開発が終わり、二次、三次の開発や、第３次土地利

用計画による市街化調整区域内での大規模な開発も行われ

る、新たな段階に入った。

⑴ 市の埋蔵文化財の取り扱いはどのようか。

⑵ 過去に公共、民間ともに、土木及び建築工事中に発見

された事例はあるか。

⑶ 今後、発見される可能性が高い地域はあるか。発見さ

れた場合はどのようになるか。


